
社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会 

山梨ともしび基金 

「モデル事業」助成金交付要綱 

 

（趣 旨） 

第１条 この要綱は、社会福祉法人山梨県社会福祉協議会（以下「本会」という。）が、

山梨県内における社会福祉活動の助成のために行う助成金の交付に関し必要な事項

を定めることを目的とする。 

 

（助成金の財源） 

第２条 助成金の財源は、当該年度の基金の果実収入及び寄付金の範囲内とする。 

 

（助成対象事業） 

第３条 助成金の交付の対象となる事業は、民間の社会福祉活動について助成を行うこ

とにより、民間の社会福祉活動の促進、充実を図り、もって県民福祉の増進に寄与す

る上で適切な事業であって、以下に該当する事業とする。 

（１）助成対象 

設立１年以上の活動実績がある福祉・ボランティア団体、社会福祉法人（社会 

福祉協議会を除く）、ＮＰＯ法人等が行う地域福祉の課題解決に向けた先駆的 

な新規事業。 

（２）重点助成分野 

※特に以下の分野に対し重点的に助成を行う。 

①地域での住民相互の支え合い・助け合いを広げる事業 

②高齢・障害・児童福祉の増進を図る事業 

③孤独・孤立問題の解決に向けた事業 

   ④生活困窮者（世帯）への支援事業 

    ⑤災害ボランティア活動の強化に係る事業 

２ 申請するには、以下の条件を満たすこと。 

・１団体１事業の助成とします。 

（団体構成人員・役員のおおよそ半数が同一の団体は同一団体とみなす。） 

  ・申請団体が通年で行う活動等は助成対象となりません。 

・社会福祉施設からの申請の場合、単一の施設内で実施する研修等は助成対象と  

ならない。 

・政治的、宗教的な活動を目的とした事業、または団体は助成の対象となりません。 

  ・申請団体は、助成金申請額に対して２０％の自主財源を確保してください。 

  ・山梨ともしび基金助成事業であることをチラシや成果物へ明示してください。 

  ・他の助成事業の申請と重複することはできません。 

 



（助成金額） 

第４条 助成金の額は、前条に規定する事業の実施に直接要する経費の４／５以内とする。 

 

２ 前項の助成金の額は、年度内において一事業当たり１００万円以内とする。 

また、最低助成金額を３０万円以上する。 

 

（助成対象経費） 

第５条 助成金交付の対象となる経費は、第３条に掲げる事業を行うための経費とする。 

２ 対象経費は別表１のとおりとする。 

 

（助成期間） 

第６条 この助成金の助成期間は、単年度（４月１日から３月３１日まで）とする。 

２ 事業の実施内容により継続して行う必要があると見込まれる事業は、その内容に

より１年の継続を認める場合がある。 

３ 継続申請については、助成年度の活動内容、継続が必要な理由を添えて、次年度募 

集の期間内で申請を受け付ける。 

 

（助成金交付申込書等の提出） 

第７条 助成金の交付を受けようとする者は、助成金交付申込書（第１号様式）に、団

体会則等、団体の活動の詳細がわかるものを添えて、本会会長（以下「会長」という。）

が定める申請受付期間内に、最寄りの市町村社会福祉協議会に提出するものとする。 

２ 助成金申請書類を受付けた市町村社会福祉協議会は、とりまとめの後、山梨県社会

福祉協議会へ申請書類を送付する。 

 

（助成事業の審査結果及び通知） 

第８条 会長は、前条の規定による申込書を受理したときは、その内容を審査し、助

成事業として承認する事業（以下「助成事業」という。）を、助成事業承認通知書（第

２号様式①）により当該申込書を提出した者に通知するものとする。なお、承認しな

い事業については、助成事業不承認通知書（第２号様式②）により通知するものとする。 

 

（助成金の支払区分） 

第９条 助成金の支払いは、概算払の方法によるものとする。 

 

（助成金の支払いの請求） 

第 10条 第８条の承認の通知を受けた者（以下「助成対象者」という。）は、助成金の

支払いの請求に当たって、概算払請求書（第３号様式）に必要な書類を添えて、会長

が定める期間内に会長に提出しなければならない。 

２ 助成金の交付は振込にて行うこととする。振込先である口座は団体名義のものとし、



個人名義のものは認めない。 

 

 

（助成金の支払い） 

第 11 条 会長は、前条の規定による請求書の提出があったときは、内容が適当である

ことを確認の上、助成金を支払うものとする。 

 

（助成金の目的外使用の禁止） 

第 12条 助成対象者は、助成金を助成事業目的以外の用途に使用してはならない。 

 

（事業変更（中止）等の報告） 

第 13 条 助成対象者が、助成活動の内容を変更または中止しなければならなくなった

ときは、事前に会長に助成事業変更（中止）申請書（第４号様式①）を提出し、その

指示を受けなければならない。 

活動内容の変更とは、開催予定日程、回数、実施場所、予算等のことを言う。 

２ 予算の変更は、決定した助成金額を増額することはできない。 

 

第 14 条 会長は、前条の規定による助成事業変更（中止）申請書を受理した場合にお

いて、これを審査し、変更を承認することを決定したときは、変更（中止）承認通知

書（第４号様式②）により助成対象者へ通知し、事業の変更（中止）により助成金の

返還が生じた場合には、助成金返還請求書（第５号様式）を送付する。 

 

（事業の調査等） 

第 15 条 会長は、助成金の交付の目的を達成するために必要と認めるときは、助成対

象者に対し報告させ、又は指導及び調査を行うことができるものとする。 

２ 助成対象者は、前項の指導を受けたときは、これに誠実に遵守しなければならない。 

 

（助成金の交付決定の取消し） 

第 16 条 会長は、助成対象者が次の各号に該当する場合には、助成金の交付決定を取

り消すことができるものとする。 

（１）申請事業の実施が不可能となった場合 

（２）助成金の交付の申込み又は支払いの請求について、不正の事実があった場合 

（３）助成対象者が助成金を助成事業以外の用途に使用した場合 

（４）助成事業の遂行が助成金の交付の決定の内容又はこれに附した条件に違反し

ていると認められる場合 

（５）助成対象者が第 15条の規定による調査等を正当な理由なく拒み、妨げ、又は 

忌避した場合 

（６）助成金の交付の辞退があった場合 



（７）その他この要綱に定めるところに違反した場合 

２ 前項の規定は、助成事業の終了後においても適用する。 

 

３ 前項の規定により取消しをした場合には、助成対象者に対して、助成金の全額返還 

を請求することができる。 

 

（助成金の返還） 

第 17 条 会長は、前条の規定に該当する事実を確認した時は、その内容を審査の上、

助成金返還請求書（第５号様式）を通知し、返還金を請求するものとする。 

２ 助成対象者は、返還請求を受けた場合は、会長の定める期限までに助成金を返還し

なければならない。 

 

（助成事業の完了報告） 

第 18 条 助成対象者は、助成事業の完了した日から１ヶ月以内に助成事業実施報告書

（第６号様式①）、収支決算書（第６号様式②）に領収書の写し等、必要な書類を添

えて、会長に提出しなければならない。ただし、３月３１日に助成事業が終了する場

合は、翌年度の４月末日までに提出するものとする。 

 

（助成事業の完了通知） 

第 19 条 会長は、前条の規定による報告を受けたときは、助成事業の実施内容及びそ

の支出が適正であるか否かを調査し、適正であると認められたときは、助成事業完了

通知書（第６号様式③）により、助成対象者に通知するものとする。 

 

附 則 

この要綱は、平成２４年 ３月 ７日から施行する。 

この要綱は、平成２７年１２月 １日から施行する。 

この要綱は、令和 ７年 ６月１３日から施行する。 

 

 


